
北 海 道 算 数 数 学 教 育 会 小 学 校 部 会 会 則

１ 名称と目的 ７ 任期

本会は、北海道算数数学教育会小学校部会といい、 役員の任期は２か年とする。但し再任を妨げない。

本道小学校算数教育の振興を目的とする。 ２か年の任期内に役員が退任した場合、後任者は前任

者の任期残年数をその任期とする。

２ 事業

本会は １の目的を達成するために次の事業を行う ８ 会議、 。

（１）研究会を年１回以上開催。 （１）総 会……研究大会の折に開催し、本会の事

（２）本道の算数教育振興のための必要な調査研究 業全般について協議する。

（３）会報の発行。 （２）代議員会………正・副部会長及び代議員をもって

（４）講習会・講演会の開催。 構成し、部会の組織及び運営を協

５ その他 本会の目的達成に必要と認められる事業 議する。（ ） 、 。

（３）常任幹事会……正・副部会長及び常任幹事をもっ

３ 会員 て構成し、部会の組織及び運営を

（１）正会員………本道小学校、その他これに準じる学 協議するとともに、会の運営にあ

校の教職員。 たる。

（２）賛助会員……本会の目的に賛同するもの。

９ 会計

４ 組織 （１）本会の会計は、会費・事業収入及び寄付金により

（１）本部………本会の本部は、札幌におく。 執行する。

（２）支部………本道各地に支部をおくことができる。 （２）会費は、正会員・賛助会員とも、年額１，５００

円とする。

５ 構成及び任務

（１）部 会 長……１名、本会を代表する。 １０ 事務局

（２）副部会長……若干名、部会長を補佐する。 （１）事務局長、事務局次長は、常任幹事の中より、部

（３）監 事……１名、会計の監査をする。 会長が委嘱する。

４ 代 議 員……若干名 本会の代議員会に出席する （２）事務局は、事務局長在勤の学校におく。（ ） 、 。

（５）常任幹事……若干名、本会の運営にあたるととも （３）事務局に次の５部をおく。

に、本会の常任幹事会に出席する。 庶務、会計、研究、広報、組織・情報

（６）事務局員……若干名、事務局の運営にあたる。 （４）会計の職務は、会計部長在勤の学校におく。

（７）顧 問……若干名、部会長の諮問に応じ、意見

を述べる。 １１ 年度

（８）役 員……部会長、副部会長、監事を本会役員 本会の事業及び会計年度は、５月１日に始まり、

とする。 翌年４月３０日に終わる。

６ 選任 １２ 会則の改廃

（１）正・副部会長及び監事・代議員は常任幹事会で選 本会則の改廃は、総会の決議による。

出し、総会で報告する。

（２）常任幹事及び事務局員は、部会長の委嘱による。 １３ 付則

（３）顧問は、総会において委嘱する。 本会則は、昭和５３年９月２１日から施行する。

平成１７年５月１４日会則一部改正

平成１９年５月１９日会則一部改正

平成２３年５月１４日会則一部改正


